
施設種類 利用時間 貸付面積 施設使用料
（1 時間使用）

アリーナ（1F） 699 ㎡ 5,720 円

合気道場（1F） 112 ㎡ 990 円

空手道場（2F） 275 ㎡ 2,310 円

剣道場 178 ㎡ 1,430 円

柔道場 178 ㎡ 1,430 円

多目的エリア 4,500 ㎡  　    　7,920 円
※2時間単位
（15,840円）での
貸付となります。
区分については別
表「グラウンドの
使用時間」をご確
認ください。

野球場 7,000 ㎡          12,320 円
※2時間単位
（24,640円）での
貸付となります。
区分については別
表「グラウンドの
使用時間」をご確
認ください。

テニスコート ハード 1 面 700 ㎡ 1,650 円

食堂ホール（1F） 489 ㎡ 9,900 円

共同談話ホール（2F） 120 ㎡ 2,420 円

区分

①

②

③

④

⑤

屋外体育施設
（土地）

グラウンド

9 時～17時
※5～9月は
19 時まで使用
可。ただし、
安全上の理由
により、日没
後は貸出しを
行わない場合
があります。

食堂（建物） 大学会館 9 時～20時

（品川キャンパス）体育施設等貸出案内・貸付面積・使用料について

本学では、教育・研究又は学内行事等に支障のない範囲で、学外の方に施設の貸出を行っており
ます。以下施設を貸し出しておりますので、内容をよくご確認の上、お申込みください。

（R8.4.1～）

施設名称

屋内体育施設
（建物）

体育館

9 時～21時

武道場

※⑤は５月～９月限定。ただし、安全上の理由により、日没後は貸出しを行わない場合があります。

グラウンドの使用時間

使用時間

  9：00～11：00

11：00～13：00

13：00～15：00

15：00～17：00

17：00～19：00



↓

⑤月末締めの翌月払いとなり第2週頃を目安に請求書が発送される。請求書記載の使用料金及び振込先を確認の

上、ご入金をお願いいたします。

食   堂（大学会館）
・４月よりその年度の１年間の予約を受付けています。ご連絡いただいた内容に問題がなく、使用希望日時が教
育・研究又は学内行事等に支障のない場合に予約を受付けます。
【お問い合わせ先】
受付時間：9 時～17 時（平日）
※時間外のお問い合わせはご遠慮ください。お問い合わせはメールのみ受付します。
住所：〒108-8477   東京都港区港南 4-5-7
担当：東京海洋大学  学務部学生サービス課  学生生活係
メールアドレス: s-yoyaku＠o.kaiyodai.ac.jp
【注意事項】
全施設共通
・更衣室・シャワー室は、ご利用いただくことができません。
・当日は入構・退構の際に正門の守衛所にお立ち寄りいただき、利用の開始、終了をご報告ください。
・使用時間には入室から退室（搬入・準備・後片付け・搬出）の時間も含まれます。
・使用後は原状回復の上、清掃・整備を行い、ゴミはお持ち帰りください。
・建物内に入る際は、スパイクや汚れた靴で入らないでください。
・原則として駐車場はご利用いただくことができませんので、公共交通機関をご利用ください。
・荷物の搬入等に車両での入構が必要な場合は、「固定資産使用許可申請書」に必要な台数
（最大 5 台までとなります）をご記入ください。但し、申請は駐車場の空きをお約束するものではありません。
他団体等との利用が重なり、駐車場に空きがない場合は学外の有料駐車場を利用してください。
屋外体育施設
・夜間照明設備はありません。
・ラインパウダー（石灰）およびラインカーは持参ください。
・使用後、グラウンド、野球場の整備をお願いします。
・整備用具は野球場は 1 塁側ベンチ手前、多目的エリアは学務部事務室１階のグラウンド側の非常階段下に置い
てあります。
・野球場にホームベースはありますが、１～３塁ベースはありませんので、ご持参ください。
・グラウンド、野球場、テニスコートの悪天候による使用の可否については申請者において、適宜ご判断くださ
い。

【申請方法】体育施設
①申請期間内（毎月 20 日 9：00～22 日 11：59）に予約専用フォームから申請する 。
※体育施設等の空き状況は毎月 19 日には更新予定です。
※複数の日時（2～５枠）で申請いただいても、１つの日程（１枠）しかご利用いただけない場合もございま
す。

↓

②27 日頃にご利用いただける方にのみ、フォームに入力されたメールアドレス宛に連絡がある。

（毎月若干の変動があります、申込フォームのTOP をご確認ください。）
件名「【重要】施設利用許可と固定資産使用許可申請書のご提出依頼について」
※ご利用いただけない場合、メールは届きません。
↓

③固定資産使用許可申請書を提出する。

当選メールに記載されている日時が使用可能な日時です。その日程内での時間変更は可能です。固定資産使用許
可申請書を作成しご提出ください。
↓

④固定資産使用許可申請書を提出した日時で施設を利用する。

雨天等やむを得ない事情で使用できなかった場合は、使用料が発生いたしませんので利用当日を含め3日間以内
に必ずご連絡ください。



食堂（大学会館）
・食堂ホール（1F）にはマイクが２本あります。使用を希望する場合はご予約の際にお申し出ください。
・共同談話ホール（2F）にはマイクのご用意はありません。
・プロジェクター、スクリーンのご用意はありません。
体育館
・バレーボール、バドミントン、卓球等のネット、ボール、シャトルは貸し出していません。
・バスケットボールのゴールの上げ下げはリモコンで操作します。使用を希望される場合は
「固定資産使用許可申請書」に赤字で「リモコン」と記載してください。また、リモコンの貸出は受付時間帯以
外、守衛所での受取、返却となります。

＜よくある質問＞
Q.   利用申請フォーム以外の受付方法、追加募集はありますか？
A.   どちらもありません。毎月 20 日 9：00～22 日 11：59 のフォームからのお申し込みで使用予定が埋ま
らなかった施設は本学学生が自由に使用できるよう確保しています。

Q.   利用申請フォームで申請し許可を得た日時内で使用時間を変更しても大丈夫ですか？
A.   許可を得た時間内での短縮等は可能ですが、延長や前倒しはできません。

Q.   使用許可メール後のキャンセルは可能ですか？
A.   予約が確定した日時の施設については、事前に学生へ周知しており、その時間は学生が使用しないように伝
えてあります。 学生の活動範囲を制限していますので、キャンセルはご遠慮ください。

Q.   使用日当日の対応を教えてください。
A.   使用日当日は使用前及び使用後に守衛所職員に使用開始及び終了の報告をするようにしてください。

Q.   車や自転車での入講は可能ですか？
A.   どちらも可能ですが、車は「固定資産使用許可申請書」にて申請いただいた台数、最大 5 台まで（しか
し、台数の確保は、お約束することできません。）指定の駐車場をご利用可能です。自転車は、各キャンパス指
定の駐輪場をご使用ください。

Q.   自己都合によるキャンセルを認めない、毎月 19 日頃にならないと翌月の空き状況がわからない、翌月分し
か予約できない、追加の申請を受け付けないなど、一般の貸し出し施設と比べ使用者の使用に制限があるのはな
ぜですか？
A.   本学の体育施設は、教育研究施設であって、公民館のように貸し出すことを前提とした施設ではないためで
す。また、本学の体育施設は、教員や学生の使用を第一にしており、教員や学生が使わない空き体育施設のみを
貸し出ししているためです。追加の申請を受け付けないのは、教員や学生が空き施設を自由に使えるために確保
するためです。

Q.   小学生と中学生が使用する場合、地域こども割引を適応してもよいのでしょうか？
A.   使用する人数の半数以上が登録済みの小学生であれば、地域こども割引を適応することが可能です。

Q.   HP  の施設貸出を許可しない場合にあるその他、管理運営上支障がある場合とはどのような団体ですか？
A.   固定資産使用許可申請書を提出せずに体育施設を使用する、体育施設を誤った使用方法で使用
する、使用料金を滞納している等の団体への貸し出しは制限させていただいております。

Q.   初回利用時に住所記載の身分証の写しの提出が必要な理由を教えてください。
A.   請求書の送付先に間違いがないか身分証の住所をみて判断するためです。
請求書の送付先住所が法人である場合は、提出された書類の住所と HP の住所が一致しているか確認させていた
だいております。
個人情報保護法に基づき、ご提供いただいた個人情報は、体育施設等の利用に関すること以外
に使用することはありません。


